
日　時：11月5日（金）　受付：午後１時～２時（接種開始予定時間：1時30分～）
場　所：中央公民館
持参するもの：母子手帳、予診票
（母子手帳がないと接種できませんのでご注意ください。予診票は会場・健康増進課にもあります。）

対象児：生後３カ月～90カ月（７歳６カ月未満）で接種をすまされていないお子さん
接種回数：２回（１回目服用後、６週間以上あけて２回目を服用）

日本脳炎定期予防接種についてのお知らせ日本脳炎定期予防接種についてのお知らせ

　日本脳炎予防接種が原因と思われる重症ADEM（急性散在性脳脊髄炎）の副反応が発生し
たため、平成17年５月以降、予防接種の勧奨を差し控えられていました。従来のワクチンが
改良され、新しい日本脳炎ワクチン（乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン）が、平成21年６月初
旬より供給が開始され、第１期の対象者（６ヶ月～７歳６ヶ月未満）に対してのみ使用でき
るワクチンとして位置づけられていました。しかし、第２期の対象者（９歳～13歳未満）に
も使用可能なワクチンとして位置づけられました。

○過去に１～２回接種を受けたお子さんの場合
　　１期（初回２回、追加１回）の不足分（１～２回）を、６ヶ月～７歳６ヶ月及び９歳～
13歳未満の年齢の間に６日以上の間隔をおいて接種できます。

○過去に１期の接種を全く受けていないお子さんの場合
　　「現在６ヶ月～７歳６ヶ月未満のお子さん」は、第１期接種期間（６ヶ月～７歳６ヶ月：
定期予防接種として）の間に、「現在９歳～13歳未満のお子さん」は、９歳～13歳未満の
年齢の間に、６日から28日までの間隔をおいて１期初回（２回）を接種し、おおむね１年
経過した時期に１期追加（１回）を、接種できます。

○現在７歳６ヶ月を超え、９歳未満のお子さんは、今後、９歳～13歳未満の
間に接種できます。

※詳しい内容については、各接種医療機関および役場保健師までお問い合わせください。
　また、下記のホームページもご参考ください。
　厚生労働省： http://www.mhlw.go.jp/index.shtml（日本脳炎ワクチンに係るQ＆A）
　財団法人　予防接種リサーチセンター：http://www.yoboseshu-rc.com/
　　　　　　（「予防接種ガイドライン」、「予防接種と子どもの健康」の一部改訂）

＜内容＞
　平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、１期における３回の接種を受けられなかった
お子さんへの接種機会の確保については、次のとおりです。（平成22年８月27日現在）

（平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、　　　　　　　　
　　　　１期における３回の接種を受けられなかったお子さんへ）

◎ポリオ予防接種について◎


